
令和３年４月行政組織改正について  

１．  改正方針  

・ 広報 業 務 と 広聴 業 務 を よ り 一 体的 か つ効 果 的 に 実施 す る体 制 を 構 築

する。また、市政への関心や理解度の向上を図るため、SNS などをよ

り 積 極的 に 活 用 す る 新 たな 戦 略 的 広 報 活 動を 推 進 す る 体 制 を構 築 す

る。  

・ 新た に 策 定 する 小 牧 市 デ ジ タ ルイ ノ ベー シ ョ ン 推進 計 画を 踏 ま え 、

行政のデジタル化を推進するため、現行組織の名称を改正する。  

・ 新図 書 館 の 開館 に 伴 い 、 蔵 書 の充 実 、開 館 日 ・ 開館 時 間の 拡 大 、 レ

フ ァ レン ス 業 務 の 拡 大 等 の 業 務 拡 大 に 対 応し 、 新 図 書 館 の 円滑 な 運

営体制を構築する。  

 

２．組織改正（概要）  

・市長公室広報広聴課広報係、広聴係を廃止（統合）し、「広報広聴係」

を新設する。また、ホームページや SNS に関することを所管する「情

報メディア係」を新設する。  

・市長公室行政改革課「情報政策係」を「デジタルイノベーション係」

に名称変更し、「特別定額給付金係」を廃止する。  

・ 市民 病 院 に 外来 化 学 療 法 セ ン ター 、 がん ゲ ノ ム セン タ ーを 所 管 す る

「がん診療センター」を新設する。  

・ 教育 委 員 会 事務 局 図 書 館 に 「 施設 運 営係 」 を 新 設し 、 ２係 体 制 と す

る。  

・教育委員会事務局新図書館建設推進室を廃止する。  

 

３．組織の増減  

１課減１係減の１４部６７課３市民センター（支所）１５２係となる。 

 

 


